
＜住民監査請求の流れ＞

茂原市監査委員

請求書

請 求 人 監査委員及び事務局

②請求書の提出

（持参または郵送）

①請求書の作成

③請求書の受付

④形式審査
形式的な補正が必要な場合

Ⓐ補正要求

Ⓑ

請求書

の補正

⑥請求書の受理

⑤要件審査
請求内容が

法定要件を満たしていない

却下

法定要件を満たしている

※証拠の提出や、請求内容について

陳述していただくことができます。

⑧監査の実施
各種調査、意見聴取等

⑨監査結果の決定
委員合議により決定

（勧告・棄却・却下）

監査

結果

⑩監査結果の通知

監査

結果
⑩監査結果の告示

広報、市公式ウエブページなどで公表

⑪監査結果に基づき

市長等が措置

措置

結果
⑫措置結果の告示

広報、市公式ウエブページなどで公表

措置

結果

⑫措置結果の通知

形式要件を満たしている

⑥却下を通知

監査委員事務局

⑦証拠の提出及び陳述の機会の付与

※請求が認容され勧告があった場合


